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３.６ 　事前調査結果等の掲示 

関係規程：法第18条の15第５項　／　法施行規則第16条の４、第16条の９～第16条の10　／　 

　　　　　国マニュアル「２.２.４.⑵」、「２.２.６.⑶」、「４.６.１～４.６.３」 

 

解体等工事の元請業者（又は自主施工者）は、解体等工事を行う際に、アスベスト含有建材の有

無に関わらず、事前調査結果等を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。 

 

 

　 　  

 

掲示時期 解体等の作業の開始から終了まで。 

掲示場所 
作業場に接道する敷地への入口等、公衆の見やすい場所に掲示してください。 

公衆が立ち入ることのできない工事現場の奥に掲示することは不適となります。 

掲示の 

大きさ 

長さ42.0㎝以上、幅29.7㎝以上（Ａ３用紙以上の大きさ）の大きさとし、文字の大き

さも公衆に見やすいよう十分に配慮してください。 

 

掲示事項 
 作業対象のアスベスト含有建材のレベル※1 

   １・２ ３ なし 

●事前調査の結果 ○ ○ ○ 

●解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 
○ ○ ○ 

●事前調査を終了した年月日 ○ ○ ○ 

●事前調査の方法 ○ ○ ○ 

●特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類 ○ ○  

●特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名 
○ ○  

●特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 ○ ○  

●特定粉じん排出等作業の実施の期間 ○ ○  

●特定粉じん排出等作業の方法 ○ ○  

●特定粉じん排出等作業実施届出書の届出年月日及び届出先 ○   
 

※１　アスベスト含有建材のレベルに応じて、「○」のある事項について掲示が必要となります。 

 

🔍　こんな不備が多いです！  
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調査結果等の掲示（例）（レベル１～２建材に係る工事の場合） 

 

※　本様式は本マニュアル表紙のURL先からダウンロードできます。 
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3.6　事前調査結果等の掲示　　　　 

 
 

調査結果等の掲示（例）（レベル３建材に係る工事の場合） 

 

※　本様式は本マニュアル表紙のURL先からダウンロードできます。 
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3.6　事前調査結果等の掲示　　　　 

 
 

調査結果等の掲示（例）（アスベスト建材が一切ない工事の場合） 

 

※　本様式は本マニュアル表紙のURL先からダウンロードできます。 
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